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鶴ヶ島市への企業立地ニーズ調査 結果 

Ⅰ 調査について 

１調査の趣旨 

本市では、市街化調整区域における企業誘致の取り組みの一環として、令和２年

１２月に鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例及び規則を改

正し、いわゆる３４条産業系１２号に係る規定を許可基準に加えた。 

この対象となる区域は、圏央鶴ヶ島インターチェンジから概ね１.５キロメートル

の範囲である。 

今後、本制度を活用した企業誘致を進めるにあたり、本市への企業立地のご意向

（ニーズ）などを把握するための参考としたく調査するものである。 

 

２対象者 

立地を希望する事業者等 

 

３調査手法 

（１）手法 

市ホームページへ掲載し、インターネット回収（Ｅメール） 

 

（２）期間 

令和３年４月２１日～令和３年５月２０日まで 

 

（３）調査項目 

①立地希望時期 

②建築物 

③事業の概要 

④事業者（エンドユーザー）：任意回答 ※公表対象外 

⑤敷地面積（㎡） 

⑥前面道路の幅員（m）：任意回答 

⑦事業所における従業員数の見込み 

⑧前問の内、新たな雇用数の見込み 

⑨事業所へ出入りする車両数の見込み 

⑩事業の特性上、必要となる条件：任意回答 

⑪企業立地にあたり最も優先する条件 

 

（４）実施要項、記入様式 

別紙のとおり 

 

４問合せ先 

鶴ヶ島市 都市整備部 都市計画課 企業立地推進担当 

Ｔｅｌ 049-271-1111 

Ｅmail 10600010@city.tsurugashima.lg.jp   
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Ⅱ 調査結果について 

１回答概要 

回答数 ５社 ４８事業所 

回答者の属性 ・金融業、保険業 ・建設業 ・不動産業、物品賃貸業 

※日本標準産業分類により分類 

 

２集計 

（１）立地希望時期 （ｎ＝４８） 

回答 至急 3年以内 条件次第 急がない 未定 

数 9 5 11 1 22 

割合 19% 10% 23% 2% 46% 

※記述回答のため、回答の趣旨を変えない範囲で編集し掲載 

 

 

 

（２）建築物 （ｎ＝４８） 

回答 
➀流通業務 

施設 
➁工業施設 

➂流通及び 

工業施設 
➃商業施設 その他 

数 16 21 3 3 5 

割合 33% 46% 4% 6% 11% 
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（３）事業の概要 （ｎ＝４８） 

回答 
運輸業、 

郵便業 
製造業 

卸売業、 

小売業 
建設業 サービス業 

情報 

通信業 

数 15 25 4 2 1 1 

割合 31% 52% 9% 4% 2% 2% 

※回答を日本標準産業分類により分類し掲載 

 

 

 

（４）敷地面積 （ｎ＝４８） 

回答 
3000～ 

5000㎡未満 

5000～ 

10000㎡未満 

10000～ 

15000㎡未満 

15000㎡ 

以上 

数 18 16 2 12 

割合 38% 33% 4% 25% 

 

 

 

（５）前面道路の幅員（任意回答、記述回答） （ｎ＝１３） 

回答 類似の回答数 

6～8m の範囲 11 

8m 以上 

中型、大型車両での製品の運搬がある為ある程度広さを確保して欲しい。 
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（６）事業所における従業員数の見込み （ｎ＝４８） 

回答 30名以下 31～50名 51名以上 未定 無効回答 

数 14 6 5 21 2 

割合 29% 13% 10% 44% 4% 

 

 

 

 

（７）前問の内、新たな雇用数の見込み （ｎ＝４８） 

回答 10名以下 11～30名 31名以上 未定 

数 17 3 5 23 

割合 35% 6% 11% 48% 
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（８）事業所へ出入りする車両数の見込み （ｎ＝４８） 

回答 30台以下 31～50台 51台以上 未定 

数 12 9 3 24 

割合 25% 19% 6% 50% 

 

 

 

（９）事業の特性上、必要となる条件（任意回答、複数回答可、記述回答） 

回答 

地下水くみ上げ・河川放流が可能なこと 

大型車両が通行可能な道路に接していること 

24 時間操業しても音が問題にならないこと 

1 日 2～5 本程度の特殊車輌の出入が可能なこと 

前面道路の幅員が 8ｍ以上であること 

 

 

（１０）企業立地にあたり最も優先する条件（複数回答可、記述回答） 

回答 類似の回答数 

インターチェンジに近いこと 20 

周辺に住宅がないこと 7 

面積と予算が希望と合うこと 7 

現在の事業所と近いこと 3 

雇用を確保できること 2 

水害等の懸念が少ないこと 2 

接道が良いこと 2 

交通便 

鶴ヶ島 IC 以南 

工業用排水等のインフラ設備が整備されているか 

運送業に適した立地 

営業用倉庫として利用できること 

集客が可能なエリア  

30台以下

25%

31～50台

19%

51台以上

6%

未定

50%
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鶴ヶ島市への企業立地ニーズ調査 実施要項 

 

本調査について 

本市では、市街化調整区域における企業誘致の取り組みの一環として、令和２年１２

月に鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例及び規則を改正し、い

わゆる３４条産業系１２号に係る規定を許可基準に加えました。 

今後、この制度を活用した企業誘致を進めるにあたり、本市への企業立地のご意向（ニ

ーズ）などを把握するための参考とさせていただきたく調査するものです。 

 

１ 対象者 

立地を希望する事業者等 

 

２ 条件 

（１）区域 

圏央鶴ヶ島インターチェンジから概ね１.５キロメートルの範囲 

 

（２）建築物 

次のア～ウのいずれか、またはア及びイを併せ有する施設 

ア 流通業務施設 

建築基準法別表第２（る）項に掲げる建築物（準工業地域に建築できない建築物。）

以外の建築物のうち、倉庫及び荷さばき場 

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に規定する廃棄物の処理

の用に供する建築物のうち、建築基準法第５１条ただし書許可を受けたもの及

び破砕、焼却等の処分の用に供するものを除く。 

 

イ 工業施設 

建築基準法別表第２（る）項に掲げる建築物（準工業地域に建築できない建築物。

ただし、金属の溶融又は精錬の事業を営む工場等は含まない。）以外の建築物のう

ち、工場 

※ アに記載した※と同じ 

 

ウ 商業施設 

建築基準法別表２（へ）項に掲げる建築物（第二種住居地域に建築してはならな

い建築物。）以外の建築物のうち、小売業の店舗（大規模小売店舗立地法第２条第

１項に規定する店舗面積の合計が３,０００平方メートル未満のものに限る。）並び

に小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する施設の用途のいずれかに該当

するもの（当該用途に供する部分の床面積の合計が１万平方メートル以下のものに

限る。） 



 2 / 2 

 

（３）敷地面積 

３,０００平方メートル以上 

 

３ 回答書類等 

（１）記入様式 

別添の記入様式参照 

 

（２）期限 

令和３年５月２０日（木） 

 

（３）提出先 

鶴ヶ島市 都市計画課 企業立地推進担当までＥメールにて 

Email:10600010 a city.tsurugashima.lg.jp 

※ aを@に変えて送信してください。 

 

４ 情報の取扱い 

本調査結果は、本調査の目的のみに使用します。ご回答に係る個人情報は、鶴ヶ島市

個人情報保護条例などに基づき、厳重に保管、管理します。 

なお、ご回答いただいた情報を統計的に処理するなど、個人情報を特定できないよう

にした情報を公開することがあります。 

 

５ 問合せ先 

鶴ヶ島市 都市計画課 企業立地推進担当 

埼玉県鶴ヶ島市三ツ木１６－１ 

電話番号０４９－２７１－１１１１ 

 

 

 

 



会社名

部署

氏名

所在地

電話番号

メールアドレス

1　立地希望時期
(必須）

2　建築物
（必須）

3　事業の概要
（必須）

4　事業者（エンドユーザー）

5　敷地面積（㎡）
（必須）

6　前面道路の幅員（m）

7　事業所における従業員数の見込み
（必須）

8　前問の内、新たな雇用数の見込み
（必須）

9　事業所へ出入りする車両数の見込み
（必須）

10　事業の特性上、必要となる条件

11　企業立地にあたり最も優先する条件
（必須）

【ご記入について】
・（必須）の項目は全てご記入ください。
・立地ニーズ毎にシートを分けてご記入ください。
・状況により市から連絡させてくことがあります。

担当使用欄 1

鶴ヶ島市への企業立地ニーズ調査　記入様式
下の青色の個所にご記入をお願いします。

Ⅰ　回答者について（必須）

Ⅱ　実施要項「２条件」を踏まえた立地ニーズ


